天草市本渡老人福祉センター
指定管理業務仕様書
天草市健康福祉部高齢者支援課
天草市本渡老人福祉センター指定管理者仕様書
本渡老人福祉センター（以下「老人福祉センター」という。）において、指定管理者が行う老人福祉センターの管理運営に関する業務内容及びその範囲等は、この仕様書による。

１　総則
この仕様書は、天草市老人福祉センター条例（平成22年条例第40号。以下「条例」という。）及び天草市老人福祉センター条例施行規則（平成23年規則17号。以下「規則」という。）に基づき、老人福祉センターの指定管理者が行う業務内容及び履行方法について必要な事項を定めるものとする。

２　管理運営に関する基本的な考え方
老人福祉センターの管理運営は、次に項目に沿って行うこと。
（１）老人福祉センターは、老人福祉法第１５条第５項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための施設であるという設置理念に基づき管理運営を行うこと。
（２）すべての利用者に公平な運用を行うこと。

（３）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。

（４）個人情報の保護を徹底すること。

（５）適正な経費で最大のサービスを提供する効率的な運営を行うこと。

３　施設の概要
施設の概要は次のとおりである。

（１）名　称　　　本渡老人福祉センター
（２）所在地　　　熊本県船之尾町１１番５号
（３）建設年　　　昭和４７年２月２８日　設置　４月　開館
（４）施設概要　　　

敷地面積　　 ２，４４０．４４㎡

建物構造　　 鉄筋
床面積　　 ５００．００㎡
施設内容　　 大広間、小会議室、相談室、面接室、事務室、浴室
４　開館時間
（１）午前９時から午後５時までとする。
（２）指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを臨時に変更することができる。
５　休館日
（１）月曜日。ただしその日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日ではない日とします。
（２）１月２日から同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日
（３）指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
６　業務の範囲及び内容
（１）施設の運営に関する業務
①　施設の利用に関すること
利用申請の受付、利用の許可、利用の取り消しに関する業務を行うこと。
②　利用料金に関すること
（ア）利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
（イ）利用料金の減免については、条例、規則に定める基準を参考として行い、事務処理については、委託者の指示に従い委託者の承認を得ること。
（ウ）利用の中止、取消し又は変更により利用料金を還付する場合は、条例、規則に定める基準により手続きを行うこと。
（エ）利用料金については、指定管理者の収入とすること。

③　施設利用の相談・案内に関すること
（ア）住民が施設利用していくうえで、必要な指導、助言を行うこと。
（イ）受付業務には細心の注意を払い、利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制とすること。
（ウ）利用許可申請時には、利用者からの相談を受け付けること。
（エ）利用許可申請に係る事務処理は速やかに行うこと。
（オ）施設利用者と利用日以前に十分な打ち合わせを行うこと。
（カ）利用者に対する利用の手引きを作成すること。
④　職員の配置に関すること
（ア）老人福祉センターの管理運営全般を行う者を常時２名配置すること。
（イ）施設の運営管理のために必要な甲種防火管理者の資格保有者を配置すること。

⑤　自主事業の実施に関すること
指定管理者は、自主事業を企画し、実施すること。
（２）施設及び設備の維持管理に関する業務
①　保守管理業務
施設の適正な運営を行うため、設備等について保守点検管理を行うこと。また、建築物の内外の日常点検を行い、美観及び安全性の確保に努めること。
②　環境維持管理業務
施設及び敷地内を美しく衛生的に保ち、各種業務が快適な環境のもとで円滑に行われるように、日常清掃業務、定期清掃業務を適切に組み合わせ、作業を実施すること。
③　保安警備業務
施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪並びに火災等の災害発生を警戒・予防し、財産の保全と利用者の安全を守るために、保安警備業務を適切に行うこと。
④　施設の保安業務
施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全予防に努めること。また、建築物や設備等の不具合を発見したときは、速やかに市に報告すること。
⑤　設備・備品等の管理業務
 （ア）設備・備品等の保守管理
・施設の運営に支障をきたさないよう備品の管理を行うこと。
・市が定める規定に基づき、備品台帳により管理を行うこと。

・破損、不具合が発生した時は速やかに市に報告すること。
（イ）消耗品
・施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品は、適宜指定管理者が購入し管理を行うこと。
（３）条例第３条各号に掲げる業務

①　各種集会に場所を提供すること。

②　各種相談に応ずること。

③　老人の機能回復訓練を行うこと。

④　講演会、研究会等を開催し、教養の向上に努めること。

⑤　娯楽、図書施設を設け、レクリエーションのための便宜を図ること。

⑥　老人クラブの指導育成に努めること。

⑦　各種資料を集め、福祉について研究すること。

（４）個人情報保護に関すること
①　指定管理者は、老人福祉センターの適正な管理運営を行うにあたって取り扱う個人情報については、外部に漏らすことがないように管理を徹底すること。
７　モニタリングの実施について

天草市及び指定管理者は、指定管理業務に対し適正な評価及び改善等を行うため、天草市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針（平成29年2月改訂）第9に規定するモニタリング及び実績評価に関する事項、指定管理者モニタリングマニュアル（平成29年2月改訂）に基づき行うものとする。

８　指定期間
令和９年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。

９　関係法規の遵守
老人福祉センターの業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか、関係法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意することが必要となる。

（１）地方自治法

（２）天草市老人福祉センター条例
（３）天草市老人福祉センター条例施行規則

（４）天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

（５）天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
（６）その他関係法令

10　管理経費等について
（１）収入について

施設の管理に要する経費は、施設利用料金収入及び市からの指定管理料によって賄うこととする。このうち、指定期間中に市からの指定管理料の額は、次に定める基準価格の範囲内で、応募事業者から各年度の指定管理料の額の提案を求める。
基準価格　２１，１７１千円

（令和　９年度：７，０５７千円）

（令和１０年度：７，０５７千円）
（令和１１年度：７，０５７千円）

（２）支出について

指定管理者は老人福祉センターの管理運営に必要な全ての経費を負担すること。

施設の設備並びに備品等が破損、経年劣化した場合は、１件１０万円未満（消費税を含む。）の修繕、補修等は指定管理者の負担とする。ただし、運営年度において修繕等が多額に費用を要する場合は、その都度市と指定管理者とが協議する。

なお、法令変更や事故、不可抗力による負担等の細部の経費負担は、市と指定管理者
との間で締結する協定書で定める。
11　備品・消耗品の所有権
（１）指定管理者は、市の所有に属する物品については、「天草市財務規則」及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとする。また、指定管理者は、同規則に定められた物品管理簿を沿えてその保管に係る物品を整理し、購入及び破棄等の異動については、定期的に市に報告しなければならない。

（２）指定管理者が自ら購入・搬入し保管を要する備品等については、指定管理者の所有とする。
12　保険の加入について
　　指定管理者は、施設賠償責任保険及び施設災害補償保険に加入すること。

	種類
	保険内容

	施設賠償責任保険
	基本契約（支払限度額）
	対人賠償
	1事故あたり：10億円
1名あたり：１億円

	
	
	対物賠償
	1事故あたり：3千万円

	施設災害賠償保険
	被災者1名あたり：100万円


13　業務を実施するに当たっての注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。
（１）公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
（２）その他、仕様書に記載のない事項については市長と協議を行うこと。
14　業務報告
（１）天草市は、指定管理者に対してその管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に応じて報告を求めることができる。
（２）業務報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、市は必要な指示を行うことができる。
（３）市の指示に従わない、又は指示によっても業務内容に改善がみられないと認められた場合、市は指定を取り消すことができる。
15　事務引継について

指定管理期間が終了する日までの間、業務引継書を作成し、新たな指定管理者との間で速やかに業務引継を行うこと。事務引継には、業務にかかる技術指導を含むものとする。

また、新旧指定管理者は業務引継が完了したことを示す書面を取り交わし、天草市に対してはその写しを提出すること。

16　 連絡事項

指定管理者は、次の事項が発生した場合は、直ちに応急措置等を講じ、市に連絡すること。

①施設において、事故が発生したとき

②施設の全部若しくは一部を休止する必要が生じたとき

③施設又は施設に係る備品等を滅失し、又はき損したとき

④個人情報が漏洩又は流出したとき

⑤利用者と重大なトラブル又は苦情が発生したとき

⑥指定管理者の定款若しくは寄付行為又は登記事項に変更があったとき

⑦指定管理者と金融機関との取引が停止になったとき

⑧指定管理者の役員及び従業員が、重大な刑事事件等の加害者又は被害者になったとき

⑨その他業務に支障を及ぼす事態が発生したとき

17　協議　
この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、天草市と指定管理者が協議のうえ決定する。
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